
速やかな再就職及び早期のキャリア形成を支援することを目的とした、厚生労働省による雇用保険の給付制度です。

対象となる方には講座修了後に、教育訓練受講に支払った費用の一部がハローワークから支給されます。

対象者
① 雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方

② 教育訓練給付金制の支給を受けたことが無い方に限り、雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算1年以上の方

※ いずれも、ご自身で受講料を支払われた方に限ります。

※ 教育訓練給付金の申請を希望される方は、事前にご自身が給付対象者であるかをご本人の住所を管轄する

ハローワークにてご確認いただきます。

対象講座
教育訓練施設の名称

受講開始（予定）日

受講修了（予定）日

指定番号

教育訓練講座名

指定番号

指定番号

教育訓練講座名

指定番号

※ 実際の受講料につきましてはコースごとに異なることがあります、詳細は各コースのスケジュールをご覧ください。

給付率
◎ お支払された受講料の40％（上限20万円）

手続き
① 受講開始日の1ヶ月前までにハローワークで事前手続きを行ってください。

ハローワークでの事前手続き

お近くのハローワークにご予約の上、キャリアコンサルティングを受けジョブカードを作成してください。

その際に実践教育訓練給付制度を利用したい旨をお伝えください。

◆ジョブカードとは「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールであり、

個人のキャリアアップや多様な人材の円滑な就職等を促進するため、キャリアコンサルティング等の

個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用するものです。

ジョブカード作成の方法　　

①ＷＥＢ上でソフトウェアを使って作成

②様式（ＰＤＦ）を使って作成

③様式（ＥＸＣＥＬ）を使って作成

https://jobcard.mhlw.go.jp/job_card.html#jobSample

※ジョブカードは事前にご自宅等で作成して、キャリアコンサルティング時に完成させることも可能ですし、

キャリアコンサルティング時にキャリアコンサルタントと共に作成することも可能です。

ご本人の住所を管轄するハローワークに以下の書類を提出してください。

①「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」（ハローワークで配布）

②ジョブカード（訓練前キャリアコンサルタントを受けてキャリアコンサルタント実施者欄に記入されたもの）

③本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等）

④払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード

※必要書類等はご予約の際にハローワークにご確認ください。

② 未来ケアカレッジに講座のお申し込みをお願い致します。その際に特定一般教育訓練給付金を利用の旨をお伝えください。

③ 申込み後、受講決定通知書が届きます。講座開始日が

受講決定通知書の開講日と同じかをご確認ください。

④ 講座を修了されますと、以下3つの書類をお渡しします。

「教育訓練給付金支給申請書」

「教育訓練修了証明書」

「受講料領収書」（またはクレジット契約証明書）

※それぞれ1部しか発行致しません。

¥219,450

¥219,450

¥219,450

2
号
研
修

通常コース

医療的ケア
修了生コース 教育訓練講座名

喀痰吸引等研修第2号研修
(医療的ケア修了者対象)

2720536-2010033-3

喀痰吸引等研修第2号研修

2720536-2010043-6

共通記載事項

1
号
研
修

通常コース

医療的ケア
修了生コース 教育訓練講座名

特定一般教育訓練給付金制度

未来ケアカレッジ

スクーリング初日

修了証明書交付予定日

2720536-2010013-8

喀痰吸引等研修第1号研修

2720536-2010023-0

喀痰吸引等研修第1号研修
(医療的ケア修了者対象)

標準受講料（税込）

¥219,450



⑤ 「教育訓練給付金支給申請書」に必要事項をご記入の上

修了日から起算して1ヶ月以内に以下5つの書類を

ご本人の住所を管轄するハローワークに持参して

お手続き下さい。

・雇用保険被保険者証　または　受給資格者証

・雇用保険被保険者等の住所、または

　居住を確認できる官公庁の発行した書類

・個人番号（マイナンバー）確認書類

・教育訓練修了証明書

・受講料領収書（またはクレジット契約証明書）

⑥ 後日、ハローワークからご本人の指定口座に給付金が振り込まれます。


